
 

阿南市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱  

平成３０年３月３０日  

阿南市要綱第２１号 

改正  平成３０年７月３１日  阿南市要綱第４０号 

改正  平成３０年９月２６日  阿南市要綱第５２号 

 （趣旨） 

第１条  この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下「法」という。）第１１５条の４５第１項の規定に基づ

く阿南市介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業

」という。）の実施に関し、法、介護保険法施行令（平成１

０年政令第４１２号。以下「政令」という。）及び介護保険

法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」と

いう。）及び地域支援事業実施要綱（地域支援事業の実施に

ついて（平成１８年６月９日付け老発第０６０９００１号厚

生労働省老健局長通知）別紙。以下「地域支援要綱」という

。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（用語） 

第２条  この要綱において使用する用語は、法、政令、省令及

び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を

図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号）に

おいて使用する用語の例による。 

 （総合事業の目的） 

第３条  総合事業は、阿南市（以下「市」という。）が中心と

なって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し

、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの

体制づくりの推進、被保険者が要介護状態又は要支援状態と

なることの予防及びその社会参加の促進を図り、もって被保

険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよ

う支援することを目的とする。 

 （総合事業の内容） 



 

第４条  市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものと

する。 

 ⑴  介護予防・生活支援サービス事業  法第１１５条の４５

第１項第１号の規定により実施する次に掲げる事業  

  ア  訪問型サービス  法第１１５条の４５第１項第１号イ

に該当する次に掲げる事業 

(ｱ)  阿南市介護予防訪問介護相当サービス  法第１１５

条の４５の３第１項に規定する指定事業者（以下「指

定事業者」という。）が同項の規定により行う省令第

１４０条の６３の６第１号イ、阿南市地域支援事業実

施（平成２９年阿南市要綱第４号。以下「市地域支援

要綱」という。）及び阿南市指定介護予防・日常生活

支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める要綱（平成２９年阿南市要綱第６号。以下「市人

員等基準要綱」という。）第２章に定める基準により

実施するサービス 

(ｲ)  阿南市訪問型生活応援サービス  法第１１５条の４

５の３第１項の規定により指定事業者が行う省令第１

４０条の６３の６第２号、市地域支援要綱及び市人員

等基準要綱第３章に定める基準により実施するサービ

ス 

   (ウ)  阿南市ご近所ヘルパー  市地域支援要綱に規定する

訪問型サービスＢ事業に規定するサービスとして阿南

市ご近所ヘルパー事業実施要綱（平成３０年阿南市要

綱第２２号）に定める基準により実施するサービス 

イ  通所型サービス  法第１１５条の４５第１項第１号ロ

に該当する次に掲げる事業 

(ｱ)  阿南市介護予防通所介護相当サービス  法第１１５

条の４５の３第１項の規定により指定事業者が行う省

令第１４０条の６３の６第１号ロ、市地域支援要綱及



 

び市人員等基準要綱第４章に定める基準により実施す

るサービス 

(ｲ)  阿南市はつらつデイサービス  法第１１５条の４５

の３第１項の規定により指定事業者が行う省令第１４

０条の６３の６第２号、市地域支援要綱及び市人員等

基準要綱第５章に定める基準により実施するサービス  

    (ウ)  阿南市ご近所デイサービス  市地域支援要綱に規定

する通所型サービスＢ事業に規定するサービスとして

阿南市ご近所デイサービス事業実施要綱（平成３０年

阿南市要綱第１９号）に定める基準により実施するサ

ービス 

ウ  介護予防ケアマネジメント  法第１１５条の４５第１

項第１号ニの規定により、総合事業によるサービス等を

提供するために行う次に掲げるケアマネジメント 

 (ｱ)  介護予防ケアマネジメントＡ  介護予防支援と同様

のケアマネジメント 

(ｲ)  介護予防ケアマネジメントＢ  サービス担当者会議

及びモニタリングを省略したケアマネジメント  

⑵  一般介護予防事業  法第１１５条の４５第１項第２号の 

規定により実施する次に掲げる事業 

  ア  介護予防把握事業  地域支援要綱別記１第２（２）イ

（ア）による事業 

  イ  介護予防普及啓発事業  地域支援要綱別記１第２（２

）イ（イ）による事業 

  ウ  地域介護予防活動支援事業  地域支援要綱別記１第２

（２）イ（ウ）による事業 

  エ  一般介護予防事業評価事業  地域支援要綱別記１第２

（２）イ（エ）による事業 

  オ  地域リハビリテーション活動支援事業  地域支援要綱

別記１第２（２）イ（オ）による事業 



 

 （対象者） 

第５条  介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次の各

号のいずれかに該当する者（以下「要支援者等」という。）

とする。 

⑴  居宅要支援被保険者（法第５３条第１項に規定する居宅

要支援被保険者をいう。以下同じ。） 

⑵  事業対象者（市内に住所を有する第１号被保険者であっ

て、介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２号の規

定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件（平成２

７年厚生労働省告示第１９７号）様式第１の質問項目に対

する回答の結果に基づき、同告示様式第２に掲げるいずれ

かの基準に該当する者をいう。以下同じ。） 

２  一般介護予防事業の対象者は、市内に住所を有する第１号

被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者と

する。 

 （利用方法等） 

第６条  要支援者等が、第４条第１号ア又はイに規定する事業

を利用するときは、同号ウに規定する介護予防ケアマネジメ

ントを受けなければならない。 

２  介護予防ケアマネジメントを受けることを希望する者は、

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書（以下「届出

書」という。）をサービス開始日までに市長に提出するもの

とする。 

３  要支援者等から依頼を受けた法第１１５条の４６第２項の

規定により設置された地域包括支援センター（以下「支援セ

ンター」という。）は、介護予防及び日常生活支援を目的と

して、省令第１４０条の６２の３の規定により、総合事業、

市の実施する他の保健福祉事業、民間企業により提供される

生活支援サービスを含め、要支援者等の状態等にあった適切

なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助



 

を行うものとする。 

 （被保険者証等の発行） 

第７条  市長は、届出書の提出があったときは、介護保険被保

険者証又は介護保険資格者証及び介護保険負担割合証を発行

するものとする。 

（利用開始及び終了） 

第８条  第４条第１号ア又はイに規定する事業の利用の開始は

、届出書に記載されたサービス開始年月日からとする。 

２  第４条第１号ア又はイに規定する事業の利用の終了は、次 

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までとする。  

 ⑴  居宅要支援被保険者については、要支援認定の有効期間

の満了する日とする。 

 ⑵  事業対象者が要介護認定を受けた場合については、要介

護認定の認定年月日の前日までとする。 

 ⑶  前２号の規定にかかわらず、前２号に規定する日前まで

に当該サービスの終了を申し出た場合は、当該終了の日ま

でとする。 

（総合事業の実施方法） 

第９条  第４条第１号ア及びイに掲げる事業は、市が自ら実施

する方法によるほか、次の各号の区分に従い、それぞれ当該

各号に掲げる方法により実施できるものとする。  

⑴  阿南市介護予防訪問介護相当サービス、阿南市訪問型生

活応援サービス、阿南市介護予防通所介護相当サービス及

び阿南市はつらつデイサービスの事業  指定事業者による

実施 

⑵  阿南市ご近所ヘルパーの事業  法第１１５条の４７第４

項の規定により、省令第１４０条の６９に定める基準に適

合する者が、市から総合事業の実施について委託を受ける

者による実施 

⑶  ご近所デイサービスの事業  省令第１４０条の６２の３



 

第１項第２号の規定により補助その他の支援を受ける者に

よる実施 

２  第４条第１号ウに規定する介護予防ケアマネジメントは、

支援センターが実施する。ただし、支援センターは、これを

居宅介護支援事業所に委託することができるものとする。  

 （事業者指定の基準等） 

第１０条  省令第１４０条の６３の６に規定する市が定める基 

準は、人員等基準要綱及び阿南市介護予防・日常生活支援総

合事業の指定事業者の指定等に関する要綱（平成２９年阿南

市要綱第７号）の定めるところによる。 

 （指定事業者により実施する場合におけるサービス事業に要

する費用の額） 

第１１条  阿南市介護予防訪問介護相当サービス、阿南市訪問

型生活応援サービス、阿南市介護予防通所介護相当サービス

及び阿南市はつらつデイサービスの事業に要する費用の額は

、別表第１のとおりとする。 

２  介護予防ケアマネジメントの事業に係る費用の額は、別表

第２のとおりとする。 

（指定事業者により実施する場合におけるサービス事業費の

支給） 

第１２条  市長は、要支援者等が阿南市介護予防訪問介護相当

サービス、阿南市訪問型生活応援サービス、阿南市介護予防

通所介護相当サービス及び阿南市はつらつデイサービスの事

業を利用したときは、当該要支援者等に対し第１号事業支給

費（法第１１５条の４５の３第１項に規定する第１号事業支

給費をいう。以下同じ。）を支給する。 

２  前項の規定による第１号事業支給費の額は、前条第１項の 

規定により算定した額の１００分の９０に相当する額とする。  

３  前項の規定にかかわらず、要支援者等が法第５９条の２第  

 １項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者である  



 

 ときは、その１００分の８０に相当する額とする。  

４  前２項の規定にかかわらず、要支援者等が法第５９条の２  

 第２項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者であ  

 るときは、その１００分の７０に相当する額とする。  

５  前３項の規定にかかわらず、災害の発生その他の特別の事

情があることにより、阿南市介護予防訪問介護相当サービス

、阿南市訪問型生活応援サービス、阿南市介護予防通所介護

相当サービス及び阿南市はつらつデイサービスの事業に必要

な費用を負担することが困難であると市長が認める場合にお

ける同項の規定の適用については、第２項中の「１００分の

９０」とあるのは「１００分の９０から１００分の１００ま

での範囲内の割合」、第３項中「１００分の８０」とあるの

は「１００分の８０から１００分の１００までの範囲内の割

合」と、第４項中「１００分の７０」とあるのは「１００分

の７０から１００分の１００までの範囲内の割合」とするこ

とができる。 

６  介護予防ケアマネジメントの事業に係る第１号事業支給費

の額は、前条第２項の規定により算定した額の１００分の１

００に相当する額とする。 

７  要支援者等が指定事業者による阿南市介護予防訪問介護相

当サービス、阿南市訪問型生活応援サービス、阿南市介護予

防通所介護相当サービス及び阿南市はつらつデイサービスの

事業を利用したときは、市長は、当該要支援者等が当該指定

事業者に支払うべき当該事業に要した費用について、第１号

事業支給費として当該要支援者等に支給すべき額の限度にお

いて、当該要支援者等に代わり、当該指定事業者に支払うも

のとする。 

８  前項の規定による支払があったときは、要支援者等に対し

第１号事業支給費の支給があったものとみなす。  

９  第７項の規定による場合における第１号事業支給費の審査



 

及び支払に関する事務は、法第１１５条の４５の３第６項の

規定により徳島県国民健康保険団体連合会に委託して行う。  

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第１３条  市長は、阿南市介護予防訪問介護相当サービス、阿

南市訪問型生活応援サービス、阿南市介護予防通所介護相当

サービス及び阿南市はつらつデイサービスの事業について、

高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防

サービス費相当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当

事業」という。）を行うものとする。 

２  法第６１条及び第６１条の２の規定は、高額介護予防サー

ビス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等につい

て準用する。 

 （支給限度額） 

第１４条  居宅要支援被保険者が阿南市介護予防訪問介護相当

サービス、阿南市訪問型生活応援サービス、阿南市介護予防

通所介護相当サービス及び阿南市はつらつデイサービスの事

業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、

法第５５条第２項の規定に基づいて介護予防サービス費等区

分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額（次項にお

いて「区分支給限度基準額」という。）について同条第１項

の規定により算定した額とする。 

２  事業対象者が阿南市介護予防訪問介護相当サービス、阿南

市訪問型生活応援サービス、阿南市介護予防通所介護相当サ

ービス及び阿南市はつらつデイサービスの事業を利用する場

合の支給限度額は、要支援状態区分要支援１に係る区分支給

限度基準額について法第５５条第１項の規定により算定した

額に相当する額とする。 

 （利用料） 

第１５条  要支援者等が阿南市介護予防訪問介護相当サービス

、阿南市訪問型生活応援サービス、阿南市介護予防通所介護



 

相当サービス及び阿南市はつらつデイサービスの事業を利用

したときは、第１１条第１項の規定により算定された指定事

業者により実施する場合におけるサービス事業に要する費用

の額から第１２条第１項から第５項までの規定により支給さ

れる第１号事業支給費の額を控除した額を利用料として当該

指定事業者に支払うものとする。 

２  要支援者等が阿南市ご近所ヘルパー及び阿南市ご近所デイ

サービスの事業を利用したときは、阿南市ご近所ヘルパー実

事業実施要綱及び阿南市ご近所デイサービス事業実施要綱の

規定に基づき利用料を支払うものとする。 

 （監査） 

第１６条  市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指

定事業者等に対して、監査を行うものとする。 

２  前項の監査に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 （委任） 

第１７条  この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関

し必要な事項は、市長が別に定める。 

  附  則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附  則 

この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

  

 


